
様式第1－1号

支 出証拠書

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・曳田卓 ）

整理番号 ￥－／

経費項目

●

調剖暁費･研修費･因駆調･雰識糯糎婚･会議費･資料作成費･資繩瀞費･事務費･韓新費･人件費

内 容 県政の課題についてSNSを利用して当事者の声を聴く。

年月 日 令和7年4月1日～令和年月 日 金 額 8,778円

目 的
県政の課題を､SNSを利用して当事者からの声を聴き､解決に向け活動することを目的と

する 0

使 途
利用料金（4月分）

政務活動．

県政との

関連性

ごNごと不|｣用し“示々7よ個二壼両朱起に牙づIフ'0ヨ争二百~Uﾉ戸(后語兄安圭ノセ回忠さ、肖牛【犬に-|口｣ﾔﾌｲ古到し

ていく。また、県政への要望は新たな政策立案の一助となる。

く領収書貼付枠＞

案分の理由

全て政務活動に係るも

のである。

領収書金額(a)

8,778円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

8,778円



領収書

請求書番号

領収書番号2096-6178

支払い日 2025年4月1日

支払い方法一

画

請求先

ひきたたかし

〒

日本

1216hisako@gmail.com

issuesCo.,Ltd.

〒145-0071

東京都

大田区

田園調布2-4-l8

日本

politician-contact@the-issues.jp

2025年4月1日に\8,778を領収いたしました

令額単価数量説明

\8j778￥8,7781政策公聴プラン

2025/04/01～2025/05/01
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合計

支払い金額

l/1ページ2096-6178･2025年4月1日に\8,778を領収いたしました



様式第1－1号

支 出 証 拠 害

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・曳田卓 ）

整理番号

経費項目 緬謂･研修費･広聴広報費･雰識儲糠績･会議費･資料作成費･資繩青入費･事務費･事翻f費･人件費

内 容 ﾘﾆｱ新幹線工事における水問題･環境問題について静岡市内にて県民と質鞄芯答

年 月 日 令和7年4月5日 ～令和年 月 日 金 額 2,480円

目 的
静岡市内でﾘﾆｱ新幹線静岡工区における水問題･環境問題について、県は現在28項目につ

いて協議中であり、不安を抱える県民に’ 報告、質疑応答を行う。

使 途
交通費

政務活動・

県政との

関連性

県民にとって、ﾘﾆｱ中央新幹線静岡工区の工事に係る水問題･環境問題は切実である。

特に大井川水系に住む住民にとってはいまだに不安は拭い去れない｡県としては､県政運

営上、丁寧な住民説明は欠かせない。その一環として、質疑応答に参加する。

く領収書貼付枠＞

(交通費)4/5JR沼津駅-瀞岡駅 990円×2=1,980円

ﾊﾞｽ静岡駅〈=>豊田中ﾂｲﾝﾒｯｾ250円×2＝500円
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案分の理由

全て政務活動に係るも

のである。

領収書金額(a)

2,480円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,480円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・曳田 卓 ）

薬理番号 ￥－3

経費項目 緬謂･研修費･広聴広報費･霊識擦濡擴･会議費･資15ll鍼費･資"朧入費･事務費･事務所費人件費

内 容 清水港新ﾀｰﾐﾅﾙｵｰﾌﾟﾝ記念式典及び県立美術館ｴｼﾞﾌﾟﾄ展開所式に参列、意見交換

年 月 日 令和7年4月18日～令和年 月 日 金 額 1,630円

目 的
清水港ﾀｰﾐﾅﾙｵｰﾌﾟﾝ記念式典と県立美術館ｴｼﾞﾌﾟﾄ展開所式に参列。関係者と意見交換し､今

後の県政運営の参考とする。

使 途
交通費

政務活動．

県政との

関連性

･議会･委員会等質問のため、関連部局の事業･主要施策等を確認する。

･地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

･確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会･委員会等の質問に反映する。

○議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する 0

･会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行う。

く領収書貼付枠＞

（趣苓）弥可R 知窺啄今鬚糸琢〃円
算診〃うぅ鰯啄'州

7クク

彫り

案分の理由

全て政務活動に係るも

のである。

領収書金額(a)

1,630円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,630円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ･曳田卓 ）

整理番号 ゲーサ

経費項目 識郭暁費･研修費･広聴広報費･霊繍詳臨謄･会議費･資洲乍成費･資繩鴬入費･事務費偉諏圖･人件費

内 容 駐車場賃借料

年 月 日 令和7年4月20日～令和 年月 日 金 額 8,000円

目 的
政務活動を行うための事務所駐車場の賃借

使 途
4月分賃借料

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

’

1

J

1

1

1

領 収 書

ふじのくに県民ｸﾗﾌﾞ 様

但駐車場代費 “月分として

領収金額

\16,000.-

案分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

16,000円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

8,000円



様式第1－1号

支 出証拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・曳田卓 ）

轄理番号 弘一才

経費項目 羅研調･研修費･広聴広報費･霧調靜瀧謄･会議費･資料作成費･資繩青入費･事務費･事務所費.人件費

内 容 県庁にて調査研究後、鈴与㈱が運営している新興津ふ頭を視察。

年 月 日 令和7年4月21日～令和年 月 日 金 額 1,670円

目 的
ﾄﾗﾝﾌﾟ関税による県内経済のへの影響について関係者と意見交換し、今後の県政運営の参

考とする。

使 途
交通費

政務活動．

県政との

関連性

･同莪云･会員云寺賞向Uﾉ7こめ、閨1里鄙向の事耒･王安地束寺をｲ准局S-す｡。

･地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

･確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会･委員会等の質問に反映する

○議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する 0

･会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行う。

0

く領収書貼付枠＞

(交通費)4/21JR沼津駅〈=>静岡駅990円

興津駅→沼津駅680円

■ﾛ■■■■
’

I

申6584

！042ユ入 沼里 出 静岡 ・5594

'042ユ入 興津 出 沼逢 申4 914

990

6f"

案分の理由

全て政務活動に係るも

のである。

領収書金額(a)

1,670円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,670円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・曳田卓 ）

整理番号 ￥－6

経費項目 緬謂･研修費･広聴広報費･嬬調詳礒積･会議費･資料作成費･資*購入費･事務費･謡甥漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年 月 日 令和7年4月3日 ～令和7年4月25日 金 額 7,920円

目 的
議員総会にて、令和7年度の委員会構成他、議会関係の情報交換ﾄﾗﾝﾌﾟ関税による影響

に対する県内企業支援体制について関係者と協議

使 途
交通費

政務活動・

県政との

関連性

･議会･委員会等質問のため、関連部局の事業･主要施策等を確認する 0

･地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

○確認した事業の内容や進捗伏況を元に、議会･委員会等の質問に反映する。

○議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

･会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行う。

く領収書貼付枠＞

案分の理由

全て政務活動に係るも

のである。

領収書金額(a)

7,920円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

7,920円



別 紙

No. 月 日 用 件 金額（円）

1 4月 3日 会派議員総会にて意見交換と情報交換。 1，980

2 4月11日 トランプ関税による県内企業への影響調査。 1，980

3 4月15日 コロナ融資に対する返済状況について意見聴取。 1，980

4 4月25日 会派議員総会にて意見交換と情報交換。 1，980

5 月 日

6 月 日

7 月 日

8 月 日

9 月 日

10 月 日

11 月 日

12 月 日

13 月 日

14 月 日

15 月 日

16 月 日

17 月 日

18 月 日

19 月 日

20 月 日

合 計 7,920



9f･

”〃

No.1

4/3

JR沼津-静岡990円×2=1,980円

州
一
Ｗ

|I■■■■ ・池､
'q型－4一 沼津 出 静岡 ・6184

>ff"

〉ダ〃
No.2

4/11

JR沼津 〉静岡990円×2=1,980円

0411入 静岡 出 沼津 ＊5194

聯6184〉〃〃
No.3

4/15

JR沼津～静岡 990円×2=1,980円

??〃

聯43'‘＞"･

齢シヲ?，
No.4

4/25

JR沼津～静岡990円×2=1,980円

｜唾昌一ムー逼星一生_翌旦一塑墾
0425 入 静岡 出 〉召津 岬2934

I



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

【4月分】 (会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・曳田卓）

く領収篝占付枠＞く領

鑿琿番号

区 分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行f鴎佳C=B-A

年月日 年 月 日 7年4月25日

走行展鴎佳 km km km

(経費項目別充当額）

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行賎f(m)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行踊雑(km)/総走行足鴎佳（上記C)(km)

○充当限度割合による案分：領収書金額（円）×充当限度割合

経費項目 走行圃灘(km) 積算 方 法※ 充当額（円）

事務費 円× km/ km 7,500円

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名 曳田 卓

案分の理由

政務活動と私用で鐸〉

領収書金額(a)

15,000円

案分率(b)

1／2

％

政務沽動費支出額(a×b)

7,500円
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車両番号
2000--00

レギュラー （ i

17．551

（

合言十
(消費税1()ｿ“
内消費税等
プリカ支払

｜
引落前残高
引落後残高
カード|D

有効期限
端末処理耐番
ﾄﾗﾝｻﾞ・ｸｼｮﾝ|D

車両番号 実車番
2000-00

レギュラ …〔」 ''-10

17．7！〉| ‐ ’‘：

171円 \3,035

(単価値引 ？円 一￥35）
値引後単価( 169円） ￥3,()00
合言-+ \3｡000
(消費税10％対象 \3,000
内消費税等 ￥273）
プリカ古払 \3.()0()

車両番号 実車番
2000-00

レギュラーー(Ej P-01
17.751‐ ンド

171円 \3,035

(単価値引 2円 一￥35）
値引後単価（169円) \3,000
合言十 \3"OOO
(消費税10（蛤対象 \3,000
内消費税等 ￥273）

実車番

P-10
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対象 \3,000
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プリカ支払
引落前残高
引落後残高
カードID

有効期限
端末処理通

ブリカ支払

引落前残高
引落後残高
カードID

有効期限

｜ブリカ

| :|蕊
カード

有効期
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｜ﾄﾗﾝｻ'ク
｜取引日

|vﾎﾟｲﾝﾄ

｜本日付

18689

001552601105

端末
ﾄﾗﾝｻ

取引
Vﾎ‘‘イ

処理通番”》‘‘1，
.ｸｼｮﾝIDOO15!)4:i

端末処理通番
ﾄﾗﾝｻ．､クションID

20078

001553992125
取引日
Vﾎ‘'イント

1J『

ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
１
１
‐
１
１
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

本日付
目以降に反映されます ・有効期限切
等の理由で、Vポイン|､が加算
されないことがあります“
詳細はtsitc.jrにてご確認下さい”
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登録番号:T7'080101()01123
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001五月SS 20?5/04/02

’ 本日

目以降に反映されます”有効期限切
等の理由で、vポイントが加算
されないことがあります．
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株式会社ツチヤセルフ五月SS
静岡県沼津市柳町3－1
TEL:055-921-9?95 SS-022045

登録番号:17080101001123
ﾚｼ-INo3368-01テ ．-ﾀNol456-1459
001五月SS 2(>”,ﾉﾍ､

株式会社ヅチヤ セルフ五月SS
静岡県沼津市柳旧).3－1
TEL:055~921-9295 SS-022045

登録番号:T7080101001123
ﾚｼｰﾄNo6115-04テ・､．-ﾀNol212-1215

001五月SS 2025/04/11
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・曳田卓 ）

整理番号

経費項目 調査研究費･研修費･匠緬胃･霊鞭襟溌蹟･会議費･資料作成費･資繩瀞費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 自分で県政の内容を､動画で録画し編集して､SNS等で発信するための初期費用

年 月 日 令和7年4月26日～令和年月 日 金 額 肘′学”円

目 的
自分で県議会や県政の報告をしやくる内容を録画して､Ybnlbe等SNSで広く県民に発

信し、より県政を身近に感じてもらう。

使 途

Ⅱ

初期費用|(編集スタイルプロファイル作成・編集体制構築費用）
'

政務活動・

県政との

関連性

自身の政務活動や議会活動を自分でしやくり、その鋪画した内容をTVがﾆｭﾐｽやﾜｲﾄﾞｼｮｰ

で発信するのと同じように､Ybumlbe等のSNSで発信し､広く県民にﾘｱﾉﾚﾀｲﾑで県政で起

きている内容を聴取してもらい、県政に対しての理解を深めてもらう。
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＊

ﾍｰｼ’ 金種 UUI
君千四

JUUI
二千円

JUU
千円

案分の理由

らく
政務活動

領収書金額(a)

鋸,坪0円

案分率(b)
／

/りり％

政務活動費支出額(a×b)

鍬學”円



発行日：2025年4月26日

書類番号：

御請求 書

曳田卓 様 株式会社ACP

〒983-0837

宮城県仙台市宮城野区宮城野区福室
2-8-17

登録番号:T3370001049765

action.creates.possibility@gmail.com下記の通り、御請求申し上げます。

件名：業務委託費用

支払期限：2025年4月30日

GMOあおぞらネット銀行

振込先:法人第二営業部102）
普通1501981

合計金額 ￥55,000（税込）

,垂,,_『 ､-.2‐-.~,,.,･･含',‐ .,．，こぎ．..､-,,-%-~．-~-,-.-~.，~･-,..,ｺ,『‐,~‐ざ－－局1ﾏ.，.~._,、-J, ．:1,4,.--,,ニー．』.上目-,,
-.,,--:.,,-.-,-,,F -_’~’’'2』.ざ,､’:､-.-：-''二．E,．,-,,,,,..,： -:,.~-.‐二.．.4~~.,冒

淫轍嘩嘩容誌津琴ぷゞ窪登静軽減
i~‐--.’三‘'.~..‐‐-.':'.-･‘‐竜一、Zz.:-:さ．－冒-..,’-司’f’-:.蔦--.．‐話､;具一､’:’’.:-:~-’二’‘_‘‐ざ.’‘:.'’’一･二,垂ﾐ’’2､,旨

数貴 (単位） 単価(税抜泌 税率 3 金額(税抜)j 孝

人件費(動画編集:初期導入費用） 1；式
目

\50，000 10％ \50，000

小計津 汗＃

消費税: 子

￥50，000

￥5,000

合計 ￥55,000

10％対象分 \50,000 ￥5,000

8％対 象分 \0 \0

備考



業務委託契約書

定皐:を島呆墨難患雪耀蝋鯛鯏苓偽鰄二親
う。）。

第1条(目的）本契約に基づき、甲は、乙に対して、第2条第1項に定める業務(以下、「本件業

務｣という。）を委託し、乙は､本件業務を受託する。

第2条(委託業務の内容）

1．甲が乙に委託する本件業務の内容は、以下のとおりとする。甲が提供する動画素材(以

下、「提供素材｣という｡）を編集し、甲が指定する形式にて納品すること｡具体的な編集

内容､動画の長さ､納品形式､毎月の依頼可能な動画本数(以下、「上限本数｣という。）

については､別途甲乙間で協議の上、定めるものとする。

2．本件業務の内容につき追加･変更の必要が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するもの

とする。

第3条(確認事項）

甲は、乙に提供する提供素材が､第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するもの

とし､第三者との間に争いが生じたとしても乙は一切の責任を負わない。

甲は、乙による本サービスの履行によって編集後の動画に関して甲に何らかの成果が

発生することが保証されるものではないことを了承する。

乙は､提供素材の内容に起因して編集後の動画に関して第三者との間に紛争等が生じ

た場合でも、一切の責任を負わないものとする。

乙は､本件業務において､原則として提供素材の範囲内での編集を行うものとし、同一

商品に関する提供素材の再提供には応じられないものとする｡ただし、乙が甲に編集後

の動画を納品した後、甲が当該動画をダウンロードできなかった等の事由により、甲が乙

に対して同一の動画の再提供を求めた場合、乙は､最初の納品日から30日以内に限

り、合理的な範囲でこれに応じるものとする。

1．

2

3．

4

第4条(提供素材の提供および納品）

1．甲は､毎月10日までに､上限本数以上の提供素材を乙に提供するよう努めるものとす

る。乙は､甲に対し､提供素材の提供を催促する義務を負わないものとする。

2．乙は､原則として当月中に編集した動画を甲に納品するものとする。納品方法は､ギガ

ファイル便またはGoogleドライブ等のオンラインストレージサービスを利用するものとす
る。

3．前項の規定にかかわらず、甲が毎月10日までに上限本数分の提供素材を提供しなかっ

た場合でも、甲は乙に対し、当該月の利用料金を支払う義務を負うものとする。この場

合、乙は、甲から事前に予備用として提供を受けていた素材が存在すれば、当該素材を

編集し、甲に納品するものとする｡予備用の素材が存在しない場合は、当月の納品は行

わないものとする。



4．甲が乙に提供する提供素材は、合計で2分以内のものとする。これを超える長さの素材

については､別途甲乙間で協議するものとする。

第5条(利用料金等および支払方法）

甲は､本契約書末尾に記載の料金プランに基づき、契約することを乙に対し同意する。

本サービスは､動画1本あたりの編集に対して費用が発生するものではなく、月額固定

制のサービスである。甲は、1ヶ月あたりに別途合意した上限本数まで動画編集を乙に

依頼することができ､実際に依頼した動画の本数が上限本数に満たない場合でも、月額

費用は減額されることなく発生するものとする。

乙は､本契約期間中、毎月末日締めで、当月分の利用料金を算定の上で､請求書を作

成し、甲に送付する｡なお､請求書の送付にかかる費用は乙の負担とする。

甲は､前項の締め日の翌月末日までに請求書記載の利用料金を乙の指定する銀行口

座に振込み支払うものとする｡なお､振込み手数料は甲の負担とする。

■
■

１
１

2．

3

第6条(支払利息）甲は、本サービスの利用料金について､支払期日を経過してもなお、支払わ

ない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について､年14.6％

の割合で計算して得た額を遅延利息として、乙所定の方法により支払うものとする。

第7条(知的財産権）

1．本件業務の過程で乙が作成した編集後の動画に関する著作権(著作権法第27条およ

び第28条に定める権利を含む)は､原則として甲に帰属するものとする｡ただし､編集過

程で乙が独自に作成した素材(BGM､効果音､テンプレート等)に関する著作権は乙に留

保されるものとする。

2．乙は､編集後の動画に関する著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定

する権利をいう)を一切行使しないものとする。

3．提供素材に関する知的財産権は、甲または権利を有する第三者に帰属するものとする。

第8条(資料または機器の保管管理）

乙は､本件業務に関して甲より提供された提供素材がある場合、善良なる管理者の注意

義務をもって保管および管理する。

乙は、甲より提供された提供素材が不要となったときは､本契約が解除された場合また

は甲からの要請があった場合、当該提供素材を、甲の求めに応じて､速やかに返還､消

去または廃棄するものとする。

1．

2

第9条(機密保持義務）

1．本契約において機密情報とは、以下の各号の－以上に該当するものをいう。尚、機密情

報を開示する者を｢開示者｣、開示を受ける者を｢被開示者｣とする。(1)技術情報､技術

資料･ノウハウに含まれる情報(2)顧客名簿､販売計画および開発予定の機器､開発中
の機器､事業計画等､他に漏洩されれば開示者の損失となる技術上、営業上その他の

一切の情報(3)書面、口頭または電磁的手段等の形により開示者が被開示者に提供し

た全ての情報およびそれに関連した情報(4)被開示者が本業務に使用したコンピュータ

またはその他の電磁的手段等に保存されている全ての記録(5)被開示者が開示目的の
達成のために開示者の事業所に出入りした際に見聞しまたは知得した、開示者に関連

するあらゆる情報(開示者が機密である旨を明示しているかどうかを問わない）(6)前各



号の情報に基づき､本業務に関連して被開示者が作成した成果物、その複製物もしくは

それに付随するもの

2．前項に拘わらず､被開示者が､下記のいずれかの項目に該当することを証明しうる情報

は､機密情報には当たらない。(1)開示時に既に公知､公用の情報(2)開示後､被開示

者の責によらずに公知､公用となった情報(3)開示時に､既に保有していた情報(4)開

示後､正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに入手した情報(5)被開

示者が､開示された情報と無関係に､独自開発､創作した情報(6)甲と乙が機密情報に
該当しないことを相互に確認した情報

3．被開示者は､開示者の書面による事前の承諾がない限り機密情報を第三者に開示しな

いものとする｡なお、当該承諾に基づき第三者へ機密情報を開示する場合には、当該第

三者に対して本条と同程度の機密保持義務を課し、かつ機密保持義務を履行させるよう

努めるものとする。ただし､法令､規則、行政機関または裁判所の命令等により開示が必

要とされる場合または弁護士､税理士及び公認会計士等法令によって守秘義務が課さ

れた専門家に開示する場合はこの限りでない。

4．被開示者は、開示者の要求があった時は、開示された全ての機密情報およびその複製

物を開示者の指示に基づき直ちに返却または廃棄するものとする。

5．被開示者は、開示者の書面による事前の承諾がない限り、本契約以外の目的に機密情

報を使用しないものとする。

6．機密情報の開示は、開示者による被開示者に対する知的財産権に基づく権利の譲渡ま

たは利用の許諾を当然に意味しない。

第10条(免責）

乙は､本サービスの提供により作成された編集後の動画に関して、甲または第三者に生

じた損害について､一切の責任を負わないものとする。

乙は､インターネット通信およびその他サーバー等システム上の環境要因による動作、

何らかの不具合によるデータの破損、および不具合等につき､何ら責任を負わないもの

とする。

乙は､編集作業に使用するソフトウェア等の仕様変更に伴う本サービスの一部停止や作

成される動画に－部不具合が発生した場合、本サービスが適切に提供できるよう努める

ものとする｡但し､金銭的賠償等利用者からの要求に応じる義務を負わないものとする。

乙は､本規約で別段の定めがない場合は、甲が本サービスの利用に関して被った損害

については､債務不履行責任､不法行為責任､その他の法律上の原因を問わず賠償の

責を負わないものとする。

1

2．

3．

4

第11条(権利義務の譲渡禁止）甲および乙は､相手方の書面による事前の承諾なしに､本契約

に基づく一切の権利義務を第三者へ譲渡もしくは担保に供し､または引受けさせてはならないも

のとする。

第12条(再委託）乙は､本サービスの一部､または全部につき、当社の責任において第三者に

再委託することができるものとする。

第13条(有効期間および解約）

本契約の有効期間は、契約締結日の翌日から6ヶ月間とする。

前項の契約期間満了の30日前までに、甲または乙のいずれか一方から書面による解

約の意思表示がない限り、本契約は自動的に同一条件にて6ヶ月間更新されるものと

し、以降も同様とする。

1．

2．



甲または乙は､相手方に対し､本契約を解約しようとする日の30日前までに書面にて通

知することにより、本契約を解約することができる。

甲は､いかなる理由であっても本契約が終了した場合、本契約において許諾されたすべ

ての権利を失うものとする｡なお､本契約の終了前に本契約に関して生じた甲の本サー

ビスの利用料金の支払い等一切の債務は､その履行が完了するまで消滅しないものと

し､また、乙は利用者に対する損害賠償請求権を失わないものとする。

3

4

第14条(契約の解除）

甲またはZは､相手方に本契約に違反する行為があり、相手方に対し相当の期間を定

めて是正等の催告をしたにも拘わらずその行為が是正されない場合、改めて通知、催告

を要することなく本契約の全部または一部を解除することができる。

甲または乙は､相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合､相手方に

何らの通知､催告を要することなく本契約の全部または－部を解除することができる。

(1)業務を停止したとき(2)差押･仮差押､仮処分または競売の申立てがあったとき(3)
破産､特別清算､会社更生または民事再生手続開始を自ら申立てまたは申立てられたと

き(4)租税公課を滞納して保全差押を受けたとき(5)手形または小切手が不渡りとなっ

たとき､その他支払不能または支払停止となったとき(6)解散､事業の全部または重要

な一部の譲渡､清算の決議をしたとき(7)監督官庁から営業取消､営業停止等の処分を

受けたとき(8)資産､信用または事業に重大な変化が生じ､本契約にもとづく債務の履
行が困難になる恐れがあるとみとめられたとき

前項により契約が解除された場合でも、甲または乙の相手方に対する損害賠償請求を

妨げない。

甲が期間満了前に解約する場合には､解約予告日の翌日から期間満了日までの相当

額を甲が乙に違約金として支払うものとする。

1．

2．

3

4

第15条(本サービスの変更等）

1．乙は､事前に通知、その他の手続きをすることなく､本サービスの内容の変更等をできる

ものとする。ただし、甲にとって不利な変更等の場合は、当社は事前に通知するものとす

る。

2．乙は事前に通知することで、甲の承諾を得ることなく､本サービスの全部または－部を体

廃止できるものとする。

第16条(反社会的勢力の排除）相手方が次の各号の一に該当する場合、甲または乙は､本契

約の全部または－部を､何らの催告なく､直ちに解除することができるものとする。(1)暴力団、

暴力団員､暴力団関係者､その他反社会的勢力(以下｢暴力団等｣という)である場合(2)代表
者、責任者､もしくは実質的に経営権を有するものが暴力団等である場合､または暴力団等への

資金提供を行う等密接な交際のある場合(3)自らまたは第三者を利用して､他方当事者に対し

て、自身が暴力団等である旨を伝え､または、関係者が暴力団等である旨を伝えた場合(4)自ら
または第三者を利用して､他方当事者に対して､詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた

場合(5)自らまたは第三者を利用して､他方当事者の名誉や信用等を穀損し､または穀損する

おそれがある行為をした場合(6)自らまたは第三者を利用して､他方当事者の業務を妨害した
場合､または妨害するおそれのある行為をした場合

第17条(協議）甲および乙は､本契約の各条項に定めのない事項が生じたとき､または本契約

各条項の解釈につき疑義が生じたときは､相互に協議の上、誠意をもって解決に当たるものとす

る。



第18条(合意管轄）甲および乙は､本契約に関し紛争が生じた場合は､訴額に応じ仙台簡易裁

判所を第一審の専属管轄裁判所とすることにつき合意するものとする。

本契約締結の証として､本書を電磁的に作成し､双方にて記名もしくは署名および押印またはこ

れに代わる電磁的処理を施し､双方保管するものとする。

令和ク年弘月2J日

甲静岡喋丸瀦椚吻
茨頓

芋-〃

昂

宮城県仙台市宮城野区福室二丁目八番一七号

福室マンション314号

乙 株式室
点牙匹 卜

鰯代表取



動画制作業務委託契約に閨する契約内容証明書

曳田卓様

発行日:2026年1月4日

発行者

株式会社ACP

宮城県仙台市宮城野区福室2-8-17福室マ

代表取締役上

拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

貴殿と当社との間で締結いたしました『業務委託契約書｣につきまして､第5条(利用料金等および支

払方法)における契約条件の詳細(金額および数量)を以下の通り証明いたします。

本証明書は､契約書の補足資料として発行するものです｡議会事務局様等への提出書類としてご利

用ください。

敬具

記

1.対象契約

動画制作業務委託契約

2.契約条件詳細

3.補足事項

本証明害は､現在有効な業務委託契約に基づき､その具体的な取引条件を証するものです。
以上
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・曳田卓 ）

整理番号

経費項目 調査研究費･研修費･匝願扇周･需調誇瀧債･会議費･資糊乍成費･資繩青入費･事務費･義翻費･人件費

内 容 社会課題を持つ当事者の声を聴くソフトの利用排

年 月 日 令和7年4月28日～令和年月 日 金 額 19,250円

目 的
LIB咽を利用して政務活動、議会活動を県民に報告することを目的とする。

使 途
月額利用料(4月分）

政務活動．

県政との

関連性

L皿咽を利用して政務活動､議会活動等の報告をより広く多数の県民に発信し､県政への

理解を深めてもらうと共に、県民からの要望､意見をリアルタイムに受信し､県政に反映

させる。

く領収書貼付枠＞

補記：引落し先は「SMBC」と記載があるが、

契約先は「株式会社ピースファクトリー」である。

|07-4-28i 38,500SNBC(SKﾌﾞｽ九ﾘヨ

案分の理由

政務活動と後援会活動

で案分も

領収書金額(a)

38,500円

案分率(b)

1/2

50％

政務活動費支出額(a×b)

19,250円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・曳田卓 ）

整理番号 ￥－/〃

経費項目 調査砺蹟･研修費･圃紘報費･藍識標濡曠･会議費･資料作成費･厩瞬 ･事務
Ⅱ

費・事務'漬･人件費

内 容 新聞購読料(静岡新聞･沼津朝日･赤旗日曜版）

年月 日 令和7年4月28日～令年月 日 金 額 5,020円

目 的
県政･社会情勢に関する情報収集

使 途
静岡新聞･沼津朝日4月分(4,030円）

赤旗 4月分（990円）

政務活動・

県政との

関連性

広く県政等の情報を取集し、政策や質問の参考にする。

く領収書貼付枠＞
l

i07－4－28
ロ●◇毎0.ローfpL〒,一己■一ﾛ可令■富学,P彗剖唖年b■■,－rJQd._Gq3-T■

塾園垈一型一
「 司

I
’

し‐

曳田卓様

新聞･雑誌名 税率部数金額(税込）

｢しんぶん赤旗｣日曜版 8％ 1 990

8%対象 917円(税抜） 消費税 73円

10%対象 0円(税抜） 消費税 0円

鵠赤旗
2025年4月分

(取扱先）

990円(税込）

日本共産党東部地区委員会
〒410-0312沼津市原698-1

侃姦樵中央委員会登録番号T2700150120822

TELO55-968-7150

FAXO55-968-7155

」

案分の理由

全て政務活動に係るも

のである。

領収書金額(a)

5,020円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

5,020円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・曳田卓 ）

整理番号 単一/／

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･鶏調誇艤憤･会議費･資料作成費･資繩鴬入費･事務費･謡諦費･灰屑

内 容 事務員雇用

年月 日 令和7年4月1日～令和7年4月30日 金 額 110,400円

目 的

使 途
4月分給与

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

給与支払明細書

令和7年4月分

氏名■■■■01
1

円\"〃〃，/,/”円二′x州

給 与 通勤手当 支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

110,400円 0円 110,400円 0円 0円 0円 110,400円

受領印

受領日
■
4月30日

案分の理由

全て政務活動に係るも

のである。

領収書金額(a)

110,400円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

110,400円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・曳田卓 ）

整理番号 ￥一／2

経費項目 雑研究費･研修費･広聴広報費･雰識標漉婚･会議費･資洲賊費･資繩鴬入費･事務費･事務所費･閃瑁

内 容 事務員雇用

年月 日 令和7年4月1日～令和 7年4月30日 金 額 110,400円

目 的
調査研究などの政務活動を補助する職員を雇用

使 途
4月分給与

政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

給与支払明細書

令和7年4月分

氏名■ －~■■■

給 与

110,400円

％ﾙX"fpR=/'",4""円

ﾛ■■

通勤手当 支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

0円 110,400円 0円 0円 0円 110,400円

受領印

受領日

■
4月30日

案分の理由

全て政務活動に係るも

のである。

領収書金額(a)

110,400円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

110,400円


